
岩手県地域リハビリテーション支援体制整備推進事業について 

 

１ 岩手県リハビリテーション協議会の開催（年 1回） 

  地域におけるリハビリテーションの適切かつ円滑な提供に関し必要な事項について調査審議す

る。 

 

２ 岩手県リハビリテーション支援センター業務委託 

  （公財）いわてリハビリテーションセンターを県支援センターに指定し、次の事業を委託。 

(1)全県的な連携体制構築のための関係機関との連絡調整 

 ・ 医師会をはじめとする関係団体や医療機関と連携し、各機関の役割及び機能を整理のうえ、

連絡調整を行う。 

(2)地域リハビリテーション広域支援センターの支援 

・ 地域リハビリテーション連絡協議会を開催する。（年２回） 

 ・ 圏域の実情に応じて事業が効果的に展開できるよう、広域支援センターの取組を支援する。 

(3)全県的な研修会の開催 

 ・ 全県の医療機関、社会福祉施設、居宅サービス事業所、市町村職員を対象とし、地域リハ

ビリテーションに関する人材育成を行う。なお、研修のテーマについては、本県及び各圏域

の課題に対応したものとする。 

(4)地域包括ケア推進に資するリハビリテーション資源などの調査及び地域リハビリテーションの

普及啓発 

 ・ 本県におけるリハビリテーション資源などの調査を行い、地域リハビリテーションの取組

状況や課題を整理する。 

 ・ 地域リハビリテーションの普及啓発を行い、関係機関や住民を対象に理念の普及を図る。 

(5)災害リハビリテーションの体制整備 

 ・ いわて JRAT と連携し、広域支援センターや協力施設職員等に対する情報提供を行う。 

 

３ 地域リハビリテーション広域支援センター業務委託 

広域支援センターを 10箇所指定し、次の事業を委託。 

(1)地域リハビリテーション連絡協議会（圏域の連絡協議会）の開催 

 ・ 広域支援センター事業計画、実績及び地域リハビリテーションに関する取組状況や課題に

ついて審議する。 

(2)リハビリテーション専門職（理学療法士会・作業療法士・言語聴覚士）の派遣支援・調整  

・ 圏域の医療機関及び介護保険施設・事業所に勤務する専門職の名簿の取りまとめを行う。 

・ 圏域の協力施設やリハビリテーション関係団体との連携によるリハビリテーション専門職

のネットワーク構築を行う。 

・ 市町村等からの要請に応じて、取りまとめた名簿に基づく派遣調整を行う。 

・ 医療機関、介護保険事業所・施設等が実施する研修等への専門職派遣を行う。 

(3)市町村・地域包括支援センターの支援 

 ・ 市町村や地域包括支援センターが実施する地域ケア会議や通いの場等の介護予防事業への

支援を行う。 

 ・ 福祉用具相談や住宅改修に関することなど地域リハビリテーション関連事業に対する助言を

行う。 

(4)当事者・家族会の活動支援及び地域リハビリテーションに関する住民等への普及啓発 

・ 地域リハビリテーションに関する相談窓口を担う。 

・ 認知症、障がい者等の当事者会・家族の会の活動への支援を行う。 

・ 住民主体の通いの場等住民ボランティアの活動支援を行う。 
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(5)医療機関、介護保険事業所・施設等に対する研修 

・ 圏域における地域リハビリテーションの課題を踏まえ、関係機関のニーズに対応した内容

で実施する。（年１回以上） 

(6)災害リハビリテーションに係る活動支援 

・ 災害リハビリテーションに関する研修の受講促進による職員の人材育成を推進する。 

 

＜地域リハビリテーション広域支援センター指定状況（令和６年４月１日現在）＞ 

圏域 指定先 圏域 指定先 

盛岡（北部） 東八幡平病院 気仙 県立大船渡病院 

盛岡（南部） 南昌病院 釜石 せいてつ記念病院 

岩手中部 北上済生会病院 宮古 宮古第一病院 

胆江 美希病院 二戸 県立二戸病院 

両磐 介護老人保健施設さわなり苑 久慈 県立久慈病院 

   ※ 岩手中部圏域については２年ごとに北上済生会病院と総合花巻病院が交代で広域支援センターを

担当している。 

 

４ 岩手県シルバーリハビリ体操指導者養成事業 

 (1) 目的（取組のねらい） 

・ リハビリテーション専門職が限られる地域においても、効果的な介護予防の推進を図るた

め、「岩手県シルバーリハビリ体操指導者」を養成する。「シルバーリハビリ体操」の普及

啓発を通じて、高齢者が身近な地域で集い体操等を実施する「通いの場」づくりを支援す

る。 

(2) 内容  

・ 概ね 50 歳以上の方を対象に、シルバーリハビリ体操を活用した介護予防に係る講習会を

開催し、通いの場づくりのリーダーとなるボランティアを養成する。 

(3) 対象市町村（15市町村） 

・ 実施市町村：（H27～）雫石町、紫波町、西和賀町、（H28～）宮古市、矢巾町、山田町、九戸村 

（H29～）二戸市、八幡平市、岩手町、普代村（H30～）盛岡市、葛巻町 

（R１～）一戸町、（R４～）滝沢市 

 

５ その他関連事業（（公財）いきいき岩手支援財団委託） 

 (1) 地域包括ケア基盤確立事業 

・ リハビリテーション専門職、市町村及び地域包括支援センターを対象に、介護予防事業の

円滑な実施のための知識取得と連携をテーマとした研修・連絡会を開催。 

 

 (2) 地域づくりによる介護予防推進支援事業 

・ 市町村及び地域包括支援センター職員を対象とした介護予防情報交換会の開催（２回） 

・ 介護予防アドバイザーの派遣により、通いの場づくりに取り組む市町村を支援 

・ いきいき 100 歳体操に取組む市町村（団体）に対する体操 DVD の提供 


